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情　
報

 日時・期間　  会場 　  対象・定員　  内容　  参加費・入場料　  持ち物　  申込　  問い合わせ

●湯沢町保健医療センター（湯沢町大字湯沢 2877 ー 1） ………☎ 025 ー 780 ー 6543
●魚沼基幹病院（南魚沼市浦佐 4132）  ………………………………☎ 025 ー 777 ー 3200
●南魚沼市民病院（南魚沼市六日町 2643 ー 1）  ……………………☎ 025 ー 788 ー 1222
●斎藤記念病院（南魚沼市欠ノ上 478 ー 2） …………………………☎ 025 ー 773 ー 5111
 ・電話での指示に従って受診してください。
 ・スタッフの状況などで、症状に応じて他の医療機関を案内する場合があります。
 ・緊急度や重症度の高い順に対応するため、診察の順番が前後し、待ち時間が長くなる場合があります。
 ・休日や夜間は、人員や検査体制が十分ではありません。できる限り、通常の診療時間に受診してください。

●新潟県「救急医療電話相談」大人（おおむね 15 歳以上の方）を対象
　☎ 025 ー 284 ー 7119 （毎日 午後６時～翌朝午前 8 時）

　（ダイヤル回線・IP 電話・PHS からの場合）または ＃ 7119（県内のプッシュ回線または携帯電話）

　夜間での発熱・頭痛・腹痛・吐き気など急な病気やけが等に関する相談。

●新潟県「小児救急医療電話相談」15 歳未満のお子さんを対象
　☎ 025 ー 288 ー 2525（毎日 午後６時～翌朝午前 8 時）

　（ダイヤル回線・IP 電話・PHS からの場合）または ＃ 8000（県内のプッシュ回線または携帯電話）

　夜間に子どもの具合が悪くなったときに利用ください。

救急医療

AI 救急相談アプリを
活用ください

　急な病気やけがの際に、家庭での対
処方法や医療機関への受診が必要かど
うか、チャット形式で相談できます。
　詳しくは、新潟県ウェ
ブサイトをご覧くださ
い。（LINE アプリへの友だ
ち登録が必要です。）

次の病院に電話で症状を伝えてください。
重症（意識がないなど）の場合は 119 番で救急車を呼んでください。

各種住宅等支援制度各種住宅等支援制度
令和８年度

詳細はお問合せ、もしくは町ウェブサイト
「住宅関係補助金」からご確認ください

事業 補助対象 補助率および補助金
住宅バリアフリー化
工事補助金事業

町内に所在する個人所有の住宅のバリアフ
リー化工事を行うもの 50％（限度額 20万円）

事業用施設バリアフリー化
工事補助金事業

町内に所在する事業用施設のバリアフリー
化工事を行うもの 50％（限度額 50万円）

 建設課 ☎ 025 ー 784 ー 48524 月 1 日～ 12 月 28 日まで受付する事業

事業 補助対象 補助率および補助金

高齢者・障がい者向け
住宅整備補助事業 

対象者（介護保険の要介護・要支援の認
定を受けているか、身体障害者手帳１・
２級、療育手帳 Aのいずれかを所持して
いる方）またはその親族が所有し、かつ
対象者が居住する既存の住宅について、
バリアフリー等の工事を行うもの

・生 活 保 護 世 帯：全額
・所得税非課税世帯：補助対象額の４分の３
・そ の 他 の 世 帯：補助対象額の２分の１
（�補助基準額上限 50万円。ただし介護保険
の要介護・要支援の認定を受けている方は、
介護保険の給付上限 20万円を超過した分
に対して30万円まで。）

 福祉介護課 ☎ 025 ー 784 ー 4560通年受付している事業

 建設課 ☎ 025 ー 784 ー 48524 月 1 日～ 10 月 30 日まで受付する事業
事業 補助対象 補助率および補助金

克雪すまいづくり支援事業 克雪住宅（融雪式・耐雪式・落雪式）を新
築・増築または克雪住宅に改良するもの

13.2％～ 22％（限度額 33万円～ 55万円）
※�世帯状況や住宅の形式により、補助率・限度額
が異なります。

屋根雪下ろし安全対策
支援事業

屋根雪下ろし事故防止工事（命綱固定アン
カー・転落防止柵の設置）を行うもの

50％・66％（限度額 10万円・15万円）
※�世帯状況により、補助率・限度額が異なります。

木造住宅耐震診断支援事業 昭和 56年 5月 31日以前の基準で建築さ
れた木造建築物の耐震診断を行うもの ６～８万円（所有者等負担額１～２万円）

木造住宅耐震改修支援事業 上記の診断を行ったもので、結果耐震改修
の必要があり、その改修を行うもの 50％（限度額 140万円）


